
○

信
用
金
庫
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
七
年
大
蔵
省
令
第
十
五
号
）
（
第
七
条
関
係
）

改

正

案

現

行

（
特
定
金
庫
に
お
け
る
計
算
関
係
書
類
の
監
査
）

（
特
定
金
庫
に
お
け
る
計
算
関
係
書
類
の
監
査
）

第
三
十
一
条

（
略
）

第
三
十
一
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

前
項
第
四
号
に
規
定
す
る
「
追
記
情
報
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
そ
の
他

３

前
項
第
四
号
に
規
定
す
る
「
追
記
情
報
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
そ
の
他

の
事
項
の
う
ち
、
会
計
監
査
人
の
判
断
に
関
し
て
説
明
を
付
す
必
要
が
あ
る
事

の
事
項
の
う
ち
、
会
計
監
査
人
の
判
断
に
関
し
て
説
明
を
付
す
必
要
が
あ
る
事

項
又
は
計
算
関
係
書
類
の
内
容
の
う
ち
強
調
す
る
必
要
が
あ
る
事
項
と
す
る
。

項
又
は
計
算
関
係
書
類
の
内
容
の
う
ち
強
調
す
る
必
要
が
あ
る
事
項
と
す
る
。

一

継
続
企
業
の
前
提
（
当
該
金
庫
が
将
来
に
わ
た
つ
て
事
業
活
動
を
継
続
す

一

継
続
企
業
の
前
提
（
当
該
金
庫
の
事
業
年
度
の
末
日
に
お
い
て
、
財
務
指

る
と
の
前
提
を
い
う
。
第
百
三
十
二
条
第
一
項
第
六
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

標
の
悪
化
の
傾
向
、
重
要
な
債
務
の
不
履
行
等
財
政
破
綻
の
可
能
性
そ
の
他

に
関
す
る
注
記
に
係
る
事
項

金
庫
が
将
来
に
わ
た
つ
て
事
業
を
継
続
す
る
と
の
前
提
を
い
う
。
）
に
係
る

事
項

二
～
四

（
略
）

二
～
四

（
略
）

４
・
５

（
略
）

４
・
５

（
略
）

（
業
務
及
び
財
産
の
状
況
に
関
す
る
説
明
書
類
の
縦
覧
等
）

（
業
務
及
び
財
産
の
状
況
に
関
す
る
説
明
書
類
の
縦
覧
等
）

第
百
三
十
二
条

銀
行
法
第
二
十
一
条
第
一
項
前
段
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定

第
百
三
十
二
条

銀
行
法
第
二
十
一
条
第
一
項
前
段
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定

め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）

六

事
業
年
度
の
末
日
に
お
い
て
、
継
続
企
業
の
前
提
に
重
要
な
疑
義
を
生
じ

（
新
設
）

さ
せ
る
よ
う
な
事
象
又
は
状
況
そ
の
他
当
該
金
庫
の
経
営
に
重
要
な
影
響
を
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及
ぼ
す
事
象
（
以
下
こ
の
号
及
び
次
条
第
四
号
に
お
い
て
「
重
要
事
象
等
」

と
い
う
。
）
が
存
在
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
内
容
、
当
該
重
要

事
象
等
に
つ
い
て
の
分
析
及
び
検
討
内
容
並
び
に
当
該
重
要
事
象
等
を
解
消

し
、
又
は
改
善
す
る
た
め
の
対
応
策
の
具
体
的
内
容

２

（
略
）

２

（
略
）

第
百
三
十
三
条

銀
行
法
第
二
十
一
条
第
二
項
前
段
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定

第
百
三
十
三
条

銀
行
法
第
二
十
一
条
第
二
項
前
段
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定

め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

事
業
年
度
の
末
日
に
お
い
て
、
重
要
事
象
等
が
存
在
す
る
場
合
に
は
、
そ

（
新
設
）

の
旨
及
び
そ
の
内
容
、
当
該
重
要
事
象
等
に
つ
い
て
の
分
析
及
び
検
討
内
容

並
び
に
当
該
重
要
事
象
等
を
解
消
し
、
又
は
改
善
す
る
た
め
の
対
応
策
の
具

体
的
内
容
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○ 

信
用
金
庫
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
七
年
大
蔵
省
令
第
十
五
号
）
（
第
七
条
関
係
） 

 

改
 

 
正

 
 

案
 

現
 

 
 

 
 

行
 

別
紙

様
式

第
２

号
（

第
2
5
条

第
１

項
関

係
）

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

第
 

 
期

（
 

 
年

 
 

 
月

 
 

日
現

在
）

貸
借

対
照

表
 

 
 

 
 

 
 

 
年

 
 

 
月

 
 

日
 

作
成

 
 

 
 

 
 
 
 
 
住

 
 
 
 
 
 
所

 

 
 

 
 

 
 

 
年

 
 

 
月

 
 

日
 

備
付

 
 

 
 

 
 

 
信

用
金

庫
名

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
理

 
事

 
長

 
 
氏

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
名

 
印

 

 
 

(
略

)
 

 （
記

載
上

の
注

意
）

 

１
.
 
次

の
事

項
を

注
記

す
る

こ
と

。
た

だ
し

、
特

定
の

科
目

に
関

連
す

る
注

記
に

つ
い

て
は

、
そ

の
関

連
が

明
ら

か

に
な

る
よ

う
に

記
載

す
る

こ
と

。
 

(
1
)
 

継
続

企
業

の
前

提
（

信
用

金
庫

法
施

行
規

則
第

3
1
条

第
３

項
第

１
号

に
規

定
す

る
継

続
企

業
の

前
提

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）

に
重

要
な

疑
義

を
生

じ
さ

せ
る

よ
う

な
事

象
又

は
状

況
が

存
在

す
る

場
合

で
あ

つ
て

、
当

該
事

象
又

は
状

況
を

解
消

し
、
又

は
改

善
す

る
た

め
の

対
応

を
し

て
も

な
お

継
続

企
業

の
前

提
に

関
す

る
重

要

な
不

確
実

性
が

認
め

ら
れ

る
と

き
（

当
該

事
業

年
度

の
末

日
後

に
当

該
重

要
な

不
確

実
性

が
認

め
ら

れ
な

く
な

つ
た

場
合

を
除

く
。
）

は
、

次
に

掲
げ

る
事

項
 
 

①
 
 
当

該
事

象
又

は
状

況
が

存
在

す
る

旨
及

び
そ

の
内

容
 

②
 

当
該

事
象

又
は

状
況

を
解

消
し

、
又

は
改

善
す

る
た

め
の

対
応

策
 

③
 

当
該

重
要

な
不

確
実

性
が

認
め

ら
れ

る
旨

及
び

そ
の

理
由

 

④
 

当
該

重
要

な
不

確
実

性
の

影
響

を
財

務
諸

表
に

反
映

し
て

い
る

か
否

か
の

別
 

(
2
)
～

(
2
2
)
 
 
（

略
）

 

２
.
～

７
.
 
(
略

)
 

 

別
紙

様
式

第
２

号
（

第
2
5
条

第
１

項
関

係
）

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

第
 

 
期

（
 

 
年

 
 

 
月

 
 

日
現

在
）

貸
借

対
照

表
 

 
 

 
 

 
 

 
年

 
 

 
月

 
 

日
 

作
成

 
 

 
 

 
 
 
 
 
住

 
 
 
 
 
 
所

 

 
 

 
 

 
 

 
年

 
 

 
月

 
 

日
 

備
付

 
 

 
 

 
 

 
信

用
金

庫
名

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
理

 
事

 
長

 
 
氏

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
名

 
印

 

 (
略

)
 

  
（

記
載

上
の

注
意

）
 

１
.
 
次

の
事

項
を

注
記

す
る

こ
と

。
た

だ
し

、
特

定
の

科
目

に
関

連
す

る
注

記
に

つ
い

て
は

、
そ

の
関

連
が

明
ら

か

に
な

る
よ

う
に

記
載

す
る

こ
と

。
 

(
1
)
 

継
続

企
業

の
前

提
（

信
用

金
庫

法
施

行
規

則
第

3
1
条

第
３

項
第

１
号

に
規

定
す

る
継

続
企

業
の

前
提

を
い

 

う
。

以
下

同
じ

。
）

に
重

要
な

疑
義

を
抱

か
せ

る
事

象
又

は
状

況
が

存
在

す
る

場
合

に
は

、
次

に
掲

げ
る

事
項

①
 
 
当

該
事

象
又

は
状

況
が

存
在

す
る

旨
及

び
そ

の
内

容
 

②
 

継
続

企
業

の
前

提
に

関
す

る
重

要
な

疑
義

の
存

在
の

有
無

 

③
 

当
該

事
象

又
は

状
況

を
解

消
又

は
大

幅
に

改
善

す
る

た
め

の
経

営
者

の
対

応
及

び
経

営
計

画
 

④
 

当
該

重
要

な
疑

義
の

影
響

の
財

務
諸

表
へ

の
反

映
の

有
無

 

   (
2
)
～

(
2
2
)
 
 
（

略
）

 

２
.
～

７
.
 
(
略

)
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○ 

信
用
金
庫
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
七
年
大
蔵
省
令
第
十
五
号
）
（
第
七
条
関
係
） 

 

改
 

 
正

 
 

案
 

現
 

 
 

 
 

行
 

別
紙

様
式

第
６

号
（

第
2
5
条

第
１

項
関

係
）

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

第
 

 
期

（
 

 
年

 
 

 
月

 
 

日
現

在
）

貸
借

対
照

表
 

 
 

 
 

 
 

 
年

 
 

 
月

 
 

日
 

作
成

 
 

 
 

 
 
 
 
 
住

 
 
 
 
 

 
 

 
 
所

 

 
 

 
 

 
 

 
年

 
 

 
月

 
 

日
 

備
付

 
 

 
 

 
 

 
信

用
金

庫
連

合
会

名
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
理

 
事

 
長
 
 
 

 
氏

 
 

 
 
 

 
名

 
印

 

 
 

(
略

)
 

 （
記

載
上

の
注

意
）

 

１
.
 
次

の
事

項
を

注
記

す
る

こ
と

。
た

だ
し

、
特

定
の

科
目

に
関

連
す

る
注

記
に

つ
い

て
は

、
そ

の
関

連
が

明
ら

か
に

な
る

よ
う

に
記

載
す

る
こ

と
。

 

(
1
)
 

継
続

企
業

の
前

提
（

信
用

金
庫

法
施

行
規

則
第

3
1
条

第
３

項
第

１
号

に
規

定
す

る
継

続
企

業
の

前
提

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）
に

重
要

な
疑

義
を

生
じ

さ
せ

る
よ

う
な

事
象

又
は

状
況

が
存

在
す

る
場

合
で

あ
つ

て
、
当

該
事

象

又
は

状
況

を
解

消
し

、
又

は
改

善
す

る
た

め
の

対
応

を
し

て
も

な
お

継
続

企
業

の
前

提
に

関
す

る
重

要
な

不
確

実
性

が
認

め
ら

れ
る

と
き

（
当

該
事

業
年

度
の

末
日

後
に

当
該

重
要

な
不

確
実

性
が

認
め

ら
れ

な
く

な
つ

た
場

合
を

除
く

。
）

は
、

次
に

掲
げ

る
事

項
 

①
 

当
該

事
象

又
は

状
況

が
存

在
す

る
旨

及
び

そ
の

内
容

 

②
 

当
該

事
象

又
は

状
況

を
解

消
し

、
又

は
改

善
す

る
た

め
の

対
応

策
 

③
 

当
該

重
要

な
不

確
実

性
が

認
め

ら
れ

る
旨

及
び

そ
の

理
由

 

④
 

当
該

重
要

な
不

確
実

性
の

影
響

を
財

務
諸

表
に

反
映

し
て

い
る

か
否

か
の

別
 

(
2
)
～

(
2
2
)
 
 
（

略
）

 

２
.
～

７
.
 
(
略

)
 

 

別
紙

様
式

第
６

号
（

第
2
5
条

第
１

項
関

係
）

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

第
 

 
期

（
 

 
年

 
 

 
月

 
 

日
現

在
）

貸
借

対
照

表
 

 
 

 
 

 
 

 
年

 
 

 
月

 
 

日
 

作
成

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
住

 
 
 
 
 

 
 
 
 
所

 

 
 

 
 

 
 

 
年

 
 

 
月

 
 

日
 

備
付

 
 

 
 

 
 

 
 
信

用
金

庫
連

合
会

名
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
理

 
事

 
長
 
 

 
 
氏

 
 

 
 
 

 
名

 
印

 

 (
略

)
 

  
（

記
載

上
の

注
意

）
 

１
.
 
次

の
事

項
を

注
記

す
る

こ
と

。
た

だ
し

、
特

定
の

科
目

に
関

連
す

る
注

記
に

つ
い

て
は

、
そ

の
関

連
が

明
ら

か
に

な
る

よ
う

に
記

載
す

る
こ

と
。

 

(
1
)
 

継
続

企
業

の
前

提
（

信
用

金
庫

法
施

行
規

則
第

3
1
条

第
３

項
第

１
号

に
規

定
す

る
継

続
企

業
の

前
提

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）

に
重

要
な

疑
義

を
抱

か
せ

る
事

象
又

は
状

況
が

存
在

す
る

場
合

に
は

、
次

に
掲

げ
る

事
項

 

①
 
 
当

該
事

象
又

は
状

況
が

存
在

す
る

旨
及

び
そ

の
内

容
 

②
 

継
続

企
業

の
前

提
に

関
す

る
重

要
な

疑
義

の
存

在
の

有
無

 

③
 

当
該

事
象

又
は

状
況

を
解

消
又

は
大

幅
に

改
善

す
る

た
め

の
経

営
者

の
対

応
及

び
経

営
計

画
 

④
 

当
該

重
要

な
疑

義
の

影
響

の
財

務
諸

表
へ

の
反

映
の

有
無

 

   (
2
)
～

(
2
2
)
 
 
（

略
）

 

２
.
～

７
.
 
(
略

)
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○ 

信
用
金
庫
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
七
年
大
蔵
省
令
第
十
五
号
）
（
第
七
条
関
係
） 

 

改
 

 
正

 
 

案
 

現
 

 
 

 
 

行
 

別
紙

様
式

第
1
0
号

（
第

2
5
条

第
１

項
関

係
）

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

第
 

 
期

（
 

 
年

 
 

 
月

 
 

日
現

在
）

貸
借

対
照

表
 

 
 

 
 

 
 

 
年

 
 

 
月

 
 

日
 

作
成

 
 

 
 

 
 
 
 
 
住

 
 
 
 
 

 
 

 
 
所

 

 
 

 
 

 
 

 
年

 
 

 
月

 
 

日
 

備
付

 
 

 
 

 
 

 
信

用
金

庫
連

合
会

名
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
理

 
事

 
長
 
 
 

 
氏

 
 

 
 
 

 
名

 
印

 

 
 

(
略

)
 

 （
記

載
上

の
注

意
）

 

１
.
 
次

の
事

項
を

注
記

す
る

こ
と

。
た

だ
し

、
特

定
の

科
目

に
関

連
す

る
注

記
に

つ
い

て
は

、
そ

の
関

連
が

明
ら

か

に
な

る
よ

う
に

記
載

す
る

こ
と

。
 
 
 

(
1
)
 

継
続

企
業

の
前

提
（

信
用

金
庫

法
施

行
規

則
第

3
1
条

第
３

項
第

１
号

に
規

定
す

る
継

続
企

業
の

前
提

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）

に
重

要
な

疑
義

を
生

じ
さ

せ
る

よ
う

な
事

象
又

は
状

況
が

存
在

す
る

場
合

で
あ

つ
て

、
当

該
事

象
又

は
状

況
を

解
消

し
、
又

は
改

善
す

る
た

め
の

対
応

を
し

て
も

な
お

継
続

企
業

の
前

提
に

関
す

る
重

要

な
不

確
実

性
が

認
め

ら
れ

る
と

き
（

当
該

事
業

年
度

の
末

日
後

に
当

該
重

要
な

不
確

実
性

が
認

め
ら

れ
な

く
な

つ
た

場
合

を
除

く
。
）

は
、

次
に

掲
げ

る
事

項
 

①
 

当
該

事
象

又
は

状
況

が
存

在
す

る
旨

及
び

そ
の

内
容

 

②
 

当
該

事
象

又
は

状
況

を
解

消
し

、
又

は
改

善
す

る
た

め
の

対
応

策
 

③
 

当
該

重
要

な
不

確
実

性
が

認
め

ら
れ

る
旨

及
び

そ
の

理
由

 

④
 

当
該

重
要

な
不

確
実

性
の

影
響

を
財

務
諸

表
に

反
映

し
て

い
る

か
否

か
の

別
 

(
2
)
～

(
2
2
)
 
 
（

略
）

 

２
.
～

７
.
 
(
略

)
 

 

別
紙

様
式

第
1
0
号

（
第

2
5
条

第
１

項
関

係
）

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

第
 

 
期

（
 

 
年

 
 

 
月

 
 

日
現

在
）

貸
借

対
照

表
 

 
 

 
 

 
 

 
年

 
 

 
月

 
 

日
 

作
成

 
 

 
 

 
 
 
 
 
住

 
 
 
 
 
 

 
 
 
所

 

 
 

 
 

 
 

 
年

 
 

 
月

 
 

日
 

備
付

 
 

 
 

 
 

 
信

用
金

庫
連

合
会

名
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
理

 
事

 
長
 

 
 

 
氏

 
 

 
 
 

 
名

 
印

 

 (
略

)
 

  
（

記
載

上
の

注
意

）
 

１
.
 
次

の
事

項
を

注
記

す
る

こ
と

。
た

だ
し

、
特

定
の

科
目

に
関

連
す

る
注

記
に

つ
い

て
は

、
そ

の
関

連
が

明
ら

か

に
な

る
よ

う
に

記
載

す
る

こ
と

。
 
 

(
1
)
 

継
続

企
業

の
前

提
（

信
用

金
庫

法
施

行
規

則
第

3
1
条

第
３

項
第

１
号

に
規

定
す

る
継

続
企

業
の

前
提

を
い

 

う
。

以
下

同
じ

。
）

に
重

要
な

疑
義

を
抱

か
せ

る
事

象
又

は
状

況
が

存
在

す
る

場
合

に
は

、
次

に
掲

げ
る

事
項

①
 

当
該

事
象

又
は

状
況

が
存

在
す

る
旨

及
び

そ
の

内
容

 

②
 

継
続

企
業

の
前

提
に

関
す

る
重

要
な

疑
義

の
存

在
の

有
無

 

③
 

当
該

事
象

又
は

状
況

を
解

消
又

は
大

幅
に

改
善

す
る

た
め

の
経

営
者

の
対

応
及

び
経

営
計

画
 

④
 

当
該

重
要

な
疑

義
の

影
響

の
財

務
諸

表
へ

の
反

映
の

有
無

 

   (
2
)
～

(
2
2
)
 
 
（

略
）

 

２
.
～

７
.
 
(
略

)
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○ 

信
用
金
庫
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
七
年
大
蔵
省
令
第
十
五
号
）
（
第
七
条
関
係
） 

 

改
 

 
正

 
 

案
 

現
 

 
 

 
 

行
 

別
紙

様
式

第
1
3
号

（
第

1
3
1
条

第
１

項
関

係
）

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
（

日
本

工
業

規
格

Ａ
４

）

（
略

）
 

 

 
 
 
 
第

２
 

貸
 

借
 

対
 

照
 

表
 

（
略

）
 

 
 

 

 
（

記
載

上
の

注
意

）
 

１
．
次

の
事

項
を

注
記

す
る

こ
と

。
た

だ
し

、
特

定
の

科
目

に
関

連
す

る
注

記
に

つ
い

て
は

、
そ

の
関

連
が

明
ら

か

に
な

る
よ

う
に

記
載

す
る

こ
と

。
 

(
1
)
 

継
続

企
業

の
前

提
（

信
用

金
庫

法
施

行
規

則
第

3
1
条

第
３

項
第

１
号

に
規

定
す

る
継

続
企

業
の

前
提

を
い

う
。
以

下
同

じ
。
）
に

重
要

な
疑

義
を

生
じ

さ
せ

る
よ

う
な

事
象

又
は

状
況

が
存

在
す

る
場

合
で

あ
つ

て
、
当

該

事
象

又
は

状
況

を
解

消
し

、
又

は
改

善
す

る
た

め
の

対
応

を
し

て
も

な
お

継
続

企
業

の
前

提
に

関
す

る
重

要
な

不
確

実
性

が
認

め
ら

れ
る

と
き

（
当

該
事

業
年

度
の

末
日

後
に

当
該

重
要

な
不

確
実

性
が

認
め

ら
れ

な
く

な
つ

た
場

合
を

除
く

。
）

は
、

次
に

掲
げ

る
事

項
 

①
 

当
該

事
象

又
は

状
況

が
存

在
す

る
旨

及
び

そ
の

内
容

 

②
 

当
該

事
象

又
は

状
況

を
解

消
し

、
又

は
改

善
す

る
た

め
の

対
応

策
 

③
 

当
該

重
要

な
不

確
実

性
が

認
め

ら
れ

る
旨

及
び

そ
の

理
由

 

④
 

当
該

重
要

な
不

確
実

性
の

影
響

を
財

務
諸

表
に

反
映

し
て

い
る

か
否

か
の

別
 

(
2
)
～

(
2
2
)
 
（

略
）

 

２
.
～

７
.
（

略
）

 
 

 （
略

）
 

別
紙

様
式

第
1
3
号

（
第

1
3
1
条

第
１

項
関

係
）

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
（

日
本

工
業

規
格

Ａ
４

）
 

（
略

）
 

 

 
 
 
 
第

２
 

貸
 

借
 

対
 

照
 

表
 

（
略

）
 

 

（
記

載
上

の
注

意
）

 

１
．
次

の
事

項
を

注
記

す
る

こ
と

。
た

だ
し

、
特

定
の

科
目

に
関

連
す

る
注

記
に

つ
い

て
は

、
そ

の
関

連
が

明
ら

か

に
な

る
よ

う
に

記
載

す
る

こ
と

。
 

(
1
)
 

継
続

企
業

の
前

提
（

信
用

金
庫

法
施

行
規

則
第

3
1
条

第
３

項
第

１
号

に
規

定
す

る
継

続
企

業
の

前
提

を
い

 

う
。
以

下
同

じ
。
）
に

重
要

な
疑

義
を

抱
か

せ
る

事
象

又
は

状
況

が
存

在
す

る
場

合
に

は
、
次

に
掲

げ
る

事
項

 

①
 

当
該

事
象

又
は

状
況

が
存

在
す

る
旨

及
び

そ
の

内
容

 

②
 

継
続

企
業

の
前

提
に

関
す

る
重

要
な

疑
義

の
存

在
の

有
無

 

③
 

当
該

事
象

又
は

状
況

を
解

消
又

は
大

幅
に

改
善

す
る

た
め

の
経

営
者

の
対

応
及

び
経

営
計

画
 

④
 

当
該

重
要

な
疑

義
の

影
響

の
財

務
諸

表
へ

の
反

映
の

有
無

 

   (
2
)
～

(
2
2
)
 
（

略
）

 

２
.
～

７
.
（

略
）

 

 （
略

）
 

-6-



○ 

信
用
金
庫
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
七
年
大
蔵
省
令
第
十
五
号
）
（
第
七
条
関
係
） 

 

改
 

 
正

 
 

案
 

現
 

 
 

 
 

行
 

別
紙

様
式

第
1
3
号

の
２

（
第

1
3
1
条

第
２

項
関

係
）

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
（

日
本

工
業

規
格

Ａ
４

）

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
略

）
 

 

第
２

 
連

結
財

務
諸

表
 

１
．
（

略
）

 

２
 

 
 

 
 

 
（

 
 

 
 

年
 

 
月

 
 

日
現

在
）

連
結

貸
借

対
照

表
 

 (
略

)
 

 （
記

載
上

の
注

意
）

 

１
.
 
次

の
事

項
を

注
記

す
る

こ
と

。
た

だ
し

、
特

定
の

科
目

に
関

連
す

る
注

記
に

つ
い

て
は

、
そ

の
関

連
が

明
ら

か
に

な
る

よ
う

に
記

載
す

る
こ

と
。

 

(
1
)
 

継
続

企
業

の
前

提
（

信
用

金
庫

法
施

行
規

則
第

3
1
条

第
３

項
第

１
号

に
規

定
す

る
継

続
企

業
の

前
提

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）
に

重
要

な
疑

義
を

生
じ

さ
せ

る
よ

う
な

事
象

又
は

状
況

が
存

在
す

る
場

合
で

あ
つ

て
、
当

該
事

象

又
は

状
況

を
解

消
し

、
又

は
改

善
す

る
た

め
の

対
応

を
し

て
も

な
お

継
続

企
業

の
前

提
に

関
す

る
重

要
な

不
確

実
性

が
認

め
ら

れ
る

と
き

（
当

該
事

業
年

度
の

末
日

後
に

当
該

重
要

な
不

確
実

性
が

認
め

ら
れ

な
く

な
つ

た
場

合
を

除
く

。
）

は
、

次
に

掲
げ

る
事

項
 

①
 

当
該

事
象

又
は

状
況

が
存

在
す

る
旨

及
び

そ
の

内
容

 

②
 

当
該

事
象

又
は

状
況

を
解

消
し

、
又

は
改

善
す

る
た

め
の

対
応

策
 

③
 

当
該

重
要

な
不

確
実

性
が

認
め

ら
れ

る
旨

及
び

そ
の

理
由

 

④
 

当
該

重
要

な
不

確
実

性
の

影
響

を
連

結
財

務
諸

表
に

反
映

し
て

い
る

か
否

か
の

別
 

(
2
)
～

(
1
8
)
 
 
（

略
）

 

 
２

.
～

５
.
 
(
略

)
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
(
略

)
 

別
紙

様
式

第
1
3
号

の
２

（
第

1
3
1
条

第
２

項
関

係
）

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
（

日
本

工
業

規
格

Ａ
４

）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
略

）
 

 

第
２

 
連

結
財

務
諸

表
 

１
．
（

略
）

 

２
 

 
 

 
 

 
（

 
 

 
 

年
 

 
月

 
 

日
現

在
）

連
結

貸
借

対
照

表
 

 

(
略

)
 

 （
記

載
上

の
注

意
）

 

１
.
 
次

の
事

項
を

注
記

す
る

こ
と

。
た

だ
し

、
特

定
の

科
目

に
関

連
す

る
注

記
に

つ
い

て
は

、
そ

の
関

連
が

明
ら

か
に

な
る

よ
う

に
記

載
す

る
こ

と
。

 

(
1
)
 

継
続

企
業

の
前

提
（

信
用

金
庫

法
施

行
規

則
第

3
1
条

第
３

項
第

１
号

に
規

定
す

る
継

続
企

業
の

前
提

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）

に
重

要
な

疑
義

を
抱

か
せ

る
事

象
又

は
状

況
が

存
在

す
る

場
合

に
は

、
次

に
掲

げ
る

事
項

 

①
 

当
該

事
象

又
は

状
況

が
存

在
す

る
旨

及
び

そ
の

内
容

 

②
 

継
続

企
業

の
前

提
に

関
す

る
重

要
な

疑
義

の
存

在
の

有
無

 

③
 

当
該

事
象

又
は

状
況

を
解

消
又

は
大

幅
に

改
善

す
る

た
め

の
経

営
者

の
対

応
及

び
経

営
計

画
 

④
 

当
該

重
要

な
疑

義
の

影
響

の
連

結
財

務
諸

表
へ

の
反

映
の

有
無

 
 

   (
2
)
～

(
1
8
)
 
 
（

略
）

 

２
.
～

５
.
 
(
略

)
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
(
略

)
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○ 

信
用
金
庫
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
七
年
大
蔵
省
令
第
十
五
号
）
（
第
七
条
関
係
） 

 

改
 

 
正

 
 

案
 

現
 

 
 

 
 

行
 

別
紙

様
式

第
1
4
号

（
第

1
3
1
条

第
１

項
関

係
）

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
（

日
本

工
業

規
格

Ａ
４

）

（
略

）
 

 

第
２

 
貸

 
借

 
対

 
照

 
表

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
略

）
 

 （
記

載
上

の
注

意
）

 

１
.
 
次

の
事

項
を

注
記

す
る

こ
と

。
た

だ
し

、
特

定
の

科
目

に
関

連
す

る
注

記
に

つ
い

て
は

、
そ

の
関

連
が

明
ら

か
に

な
る

よ
う

に
記

載
す

る
こ

と
。

 
 

(
1
)
 

継
続

企
業

の
前

提
（

信
用

金
庫

法
施

行
規

則
第

3
1
条

第
３

項
第

１
号

に
規

定
す

る
継

続
企

業
の

前
提

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）
に

重
要

な
疑

義
を

生
じ

さ
せ

る
よ

う
な

事
象

又
は

状
況

が
存

在
す

る
場

合
で

あ
つ

て
、
当

該
事

象

又
は

状
況

を
解

消
し

、
又

は
改

善
す

る
た

め
の

対
応

を
し

て
も

な
お

継
続

企
業

の
前

提
に

関
す

る
重

要
な

不
確

実
性

が
認

め
ら

れ
る

と
き

（
当

該
事

業
年

度
の

末
日

後
に

当
該

重
要

な
不

確
実

性
が

認
め

ら
れ

な
く

な
つ

た
場

合
を

除
く

。
）

は
、

次
に

掲
げ

る
事

項
 

①
 

当
該

事
象

又
は

状
況

が
存

在
す

る
旨

及
び

そ
の

内
容

 

②
 

当
該

事
象

又
は

状
況

を
解

消
し

、
又

は
改

善
す

る
た

め
の

対
応

策
 

③
 

当
該

重
要

な
不

確
実

性
が

認
め

ら
れ

る
旨

及
び

そ
の

理
由

 

④
 

当
該

重
要

な
不

確
実

性
の

影
響

を
財

務
諸

表
に

反
映

し
て

い
る

か
否

か
の

別
 

(
2
)
～

(
2
2
)
 
 
（

略
）

 

２
.
～

７
.
 
(
略

)
 

 

 

（
略

）
 

別
紙

様
式

第
1
4
号

（
第

1
3
1
条

第
１

項
関

係
）

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
（

日
本

工
業

規
格

Ａ
４

）
 

（
略

）
 

 

第
２

 
貸

 
借

 
対

 
照

 
表

 

 （
略

）
 

 （
記

載
上

の
注

意
）

 

１
.
 
次

の
事

項
を

注
記

す
る

こ
と

。
た

だ
し

、
特

定
の

科
目

に
関

連
す

る
注

記
に

つ
い

て
は

、
そ

の
関

連
が

明
ら

か
に

な
る

よ
う

に
記

載
す

る
こ

と
。

 

(
1
)
 

継
続

企
業

の
前

提
（

信
用

金
庫

法
施

行
規

則
第

3
1
条

第
３

項
第

１
号

に
規

定
す

る
継

続
企

業
の

前
提

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）

に
重

要
な

疑
義

を
抱

か
せ

る
事

象
又

は
状

況
が

存
在

す
る

場
合

に
は

、
次

に
掲

げ
る

事
項

 

①
 

当
該

事
象

又
は

状
況

が
存

在
す

る
旨

及
び

そ
の

内
容

 

②
 

継
続

企
業

の
前

提
に

関
す

る
重

要
な

疑
義

の
存

在
の

有
無

 

③
 

当
該

事
象

又
は

状
況

を
解

消
又

は
大

幅
に

改
善

す
る

た
め

の
経

営
者

の
対

応
及

び
経

営
計

画
 

④
 

当
該

重
要

な
疑

義
の

影
響

の
財

務
諸

表
へ

の
反

映
の

有
無

 

   (
2
)
～

(
2
2
)
 
 
（

略
）

 

２
.
～

７
.
 
(
略

)
 

 

 

（
略

）
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○ 

信
用
金
庫
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
七
年
大
蔵
省
令
第
十
五
号
）
（
第
七
条
関
係
） 

 

改
 

 
正

 
 

案
 

現
 

 
 

 
 

行
 

別
紙

様
式

第
1
4
号

の
２

（
第

1
3
1
条

第
２

項
関

係
）

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
（

日
本

工
業

規
格

Ａ
４

）
 

（
略

）
 

 

第
２

 
連

結
財

務
諸

表
 

１
 

（
略

）
 

 

２
 
 

 
 

 
 

（
 

 
 

 
年

 
 

月
 

 
日

現
在

）
連

結
貸

借
対

照
表

 

（
略

）
 

 （
記

載
上

の
注

意
）

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

１
.
 
次

の
事

項
を

注
記

す
る

こ
と

。
た

だ
し

、
特

定
の

科
目

に
関

連
す

る
注

記
に

つ
い

て
は

、
そ

の
関

連
が

明
ら

か
に

な
る

よ
う

に
記

載
す

る
こ

と
。

 
 

(
1
)
 

継
続

企
業

の
前

提
（

信
用

金
庫

法
施

行
規

則
第

3
1
条

第
３

項
第

１
号

に
規

定
す

る
継

続
企

業
の

前
提

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）

に
重

要
な

疑
義

を
生

じ
さ

せ
る

よ
う

な
事

象
又

は
状

況
が

存
在

す
る

場
合

で
あ

つ
て

、
当

該
事

象

又
は

状
況

を
解

消
し

、
又

は
改

善
す

る
た

め
の

対
応

を
し

て
も

な
お

継
続

企
業

の
前

提
に

関
す

る
重

要
な

不
確

実

性
が

認
め

ら
れ

る
と

き
（

当
該

事
業

年
度

の
末

日
後

に
当

該
重

要
な

不
確

実
性

が
認

め
ら

れ
な

く
な

つ
た

場
合

を

除
く

。
）

は
、

次
に

掲
げ

る
事

項
 
 

①
 

当
該

事
象

又
は

状
況

が
存

在
す

る
旨

及
び

そ
の

内
容

 

②
 

当
該

事
象

又
は

状
況

を
解

消
し

、
又

は
改

善
す

る
た

め
の

対
応

策
 

③
 

当
該

重
要

な
不

確
実

性
が

認
め

ら
れ

る
旨

及
び

そ
の

理
由

 

④
 

当
該

重
要

な
不

確
実

性
の

影
響

を
連

結
財

務
諸

表
に

反
映

し
て

い
る

か
否

か
の

別
 

(
2
)
～

(
1
8
)
 
 
（

略
）

 

２
.
～

７
.
（

略
）

 

 
 

 
（

略
）

 

別
紙

様
式

第
1
4
号

の
２

（
第

1
3
1
条

第
２

項
関

係
）

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
（

日
本

工
業

規
格

Ａ
４

）
 

（
略

）
 

 

第
２

 
連

結
財

務
諸

表
 

１
 

（
略

）
 

 

２
 
 

 
 

 
 

（
 

 
 

 
年

 
 

月
 

 
日

現
在

）
連

結
貸

借
対

照
表

 

（
略

）
 

 （
記

載
上

の
注

意
）

 

１
.
 
次

の
事

項
を

注
記

す
る

こ
と

。
た

だ
し

、
特

定
の

科
目

に
関

連
す

る
注

記
に

つ
い

て
は

、
そ

の
関

連
が

明
ら

か
に

な
る

よ
う

に
記

載
す

る
こ

と
。

 

(
1
)
 

継
続

企
業

の
前

提
（

信
用

金
庫

法
施

行
規

則
第

3
1
条

第
３

項
第

１
号

に
規

定
す

る
継

続
企

業
の

前
提

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）

に
重

要
な

疑
義

を
抱

か
せ

る
事

象
又

は
状

況
が

存
在

す
る

場
合

に
は

、
次

に
掲

げ
る

事
項

 

①
 

当
該

事
象

又
は

状
況

が
存

在
す

る
旨

及
び

そ
の

内
容

 

②
 

継
続

企
業

の
前

提
に

関
す

る
重

要
な

疑
義

の
存

在
の

有
無

 

③
 

当
該

事
象

又
は

状
況

を
解

消
又

は
大

幅
に

改
善

す
る

た
め

の
経

営
者

の
対

応
及

び
経

営
計

画
 

④
 

当
該

重
要

な
疑

義
の

影
響

の
連

結
財

務
諸

表
へ

の
反

映
の

有
無

 

   (
2
)
～

(
1
8
)
 
 
（

略
）

 

２
.
～

７
.
（

略
）

 
 

  
（

略
）
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○ 

信
用
金
庫
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
七
年
大
蔵
省
令
第
十
五
号
）
（
第
七
条
関
係
） 

 

 

 

改
 

 
正

 
 

案
 

現
 

 
 

 
 

行
 

別
紙

様
式

第
1
5
号

（
第

1
3
1
条

第
１

項
関

係
）

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
（

日
本

工
業

規
格

Ａ
４

）

（
略

）
 

 

第
２

 
貸

 
借

 
対

 
照

 
表

 

 

（
略

）
 

 （
記

載
上

の
注

意
）

 

１
．

次
の

事
項

を
注

記
す

る
こ

と
。

た
だ

し
、

特
定

の
科

目
に

関
連

す
る

注
記

に
つ

い
て

は
、

そ
の

関
連

が
明

ら
か

に

な
る

よ
う

に
記

載
す

る
こ

と
。

 

(
1
)
 

継
続

企
業

の
前

提
（

信
用

金
庫

法
施

行
規

則
第

3
1
条

第
３

項
第

１
号

に
規

定
す

る
継

続
企

業
の

前
提

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）

に
重

要
な

疑
義

を
生

じ
さ

せ
る

よ
う

な
事

象
又

は
状

況
が

存
在

す
る

場
合

で
あ

つ
て

、
当

該
事

象

又
は

状
況

を
解

消
し

、
又

は
改

善
す

る
た

め
の

対
応

を
し

て
も

な
お

継
続

企
業

の
前

提
に

関
す

る
重

要
な

不
確

実

性
が

認
め

ら
れ

る
と

き
（

当
該

事
業

年
度

の
末

日
後

に
当

該
重

要
な

不
確

実
性

が
認

め
ら

れ
な

く
な

つ
た

場
合

を

除
く

。
）

は
、

次
に

掲
げ

る
事

項
 

①
 
 
当

該
事

象
又

は
状

況
が

存
在

す
る

旨
及

び
そ

の
内

容
 

②
 

当
該

事
象

又
は

状
況

を
解

消
し

、
又

は
改

善
す

る
た

め
の

対
応

策
 

③
 

当
該

重
要

な
不

確
実

性
が

認
め

ら
れ

る
旨

及
び

そ
の

理
由

 

④
 

当
該

重
要

な
不

確
実

性
の

影
響

を
財

務
諸

表
に

反
映

し
て

い
る

か
否

か
の

別
 

(
2
)
～

(
2
2
)
 
（

略
）

 

２
.
～

７
.
（

略
）

 

 

 （
略

）
 

別
紙

様
式

第
1
5
号

（
第

1
3
1
条

第
１

項
関

係
）

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
（

日
本

工
業

規
格

Ａ
４

）
 

（
略

）
 

 

第
２

 
貸

 
借

 
対

 
照

 
表

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
略

）
 

 （
記

載
上

の
注

意
）

 

１
．

次
の

事
項

を
注

記
す

る
こ

と
。

た
だ

し
、

特
定

の
科

目
に

関
連

す
る

注
記

に
つ

い
て

は
、

そ
の

関
連

が
明

ら
か

に

な
る

よ
う

に
記

載
す

る
こ

と
。

 

(
1
)
 

継
続

企
業

の
前

提
（

信
用

金
庫

法
施

行
規

則
第

3
1
条

第
３

項
第

１
号

に
規

定
す

る
継

続
企

業
の

前
提

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）

に
重

要
な

疑
義

を
抱

か
せ

る
事

象
又

は
状

況
が

存
在

す
る

場
合

に
は

、
次

に
掲

げ
る

事
項

 

①
 

当
該

事
象

又
は

状
況

が
存

在
す

る
旨

及
び

そ
の

内
容

 

②
 

継
続

企
業

の
前

提
に

関
す

る
重

要
な

疑
義

の
存

在
の

有
無

 

③
 

当
該

事
象

又
は

状
況

を
解

消
又

は
大

幅
に

改
善

す
る

た
め

の
経

営
者

の
対

応
及

び
経

営
計

画
 

④
 

当
該

重
要

な
疑

義
の

影
響

の
財

務
諸

表
へ

の
反

映
の

有
無

 

   (
2
)
～

(
2
2
)
 
（

略
）

 

２
.
～

７
.
（

略
）

 

 

 
 

（
略

）
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